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 第 1 回定例会           議案第 28 号 

 

 

平成 29 年度安芸高田市公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号） 

 

 平成 29 年度安芸高田市の公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次

に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,610千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 270,606 千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第 1 表 歳入歳出予算補正｣による。 

（債務負担行為の補正） 

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第 3 条 地方債の変更は、｢第 3 表 地方債補正｣による。 

 

   平成 30 年 2 月 22 日提出 

 

                  安芸高田市長  浜 田 一 義   



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 5,920 4,960 10,880

 1 分担金 3,120 4,960 8,080

 2 使用料及び手数料 63,547 △1,600 61,947

 1 使用料 63,547 △1,600 61,947

 3 繰入金 175,443 △3,170 172,273

 1 他会計繰入金 175,443 △3,170 172,273

 6 市債 29,200 △3,800 25,400

 1 市債 29,200 △3,800 25,400

274,216 △3,610 270,606

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 32,324 △850 31,474

 1 総務管理費 32,324 △850 31,474

 2 施設費 86,785 △2,500 84,285

 1 施設管理費 83,985 △2,500 81,485

 3 公債費 154,002 △260 153,742

 1 公債費 154,002 △260 153,742

274,216 △3,610 270,606

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計
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第　2　表　　　債　務　負　担　行　為　補　正　

(追 加） （単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　度　額

安芸高田市基幹システム使用料
平成30年度から

平成30年度まで
290                      

電話・窓口対応業務委託料
平成30年度から

平成30年度まで
2,050                   

施設管理委託料
平成30年度から

平成30年度まで
42,120                 

水質分析委託料
平成30年度から

平成30年度まで
1,859                   
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（単位：千円）

限　度　額
起債の
方法

利　率 償還の方法 限　度　額
起債の
方法

利　率 償還の方法

公 共 下 水 道 事 業 29,200
証書借入
又は証券

発行

4.0％以内
但し利率見直
し方式で借り
入れる資金に
ついて、利率
の見直しを行
なった後にお
いては、当該
見直し後の利
率。

借入先の融資
条件による。但
し市財政の都
合により据置期
間を短縮し、も
しくは繰上償還
又は、低利に
借換えすること
ができる。

25,400
証書借入
又は証券

発行

4.0％以内
但し利率見直
し方式で借り
入れる資金に
ついて、利率
の見直しを行
なった後にお
いては、当該
見直し後の利
率。

借入先の融資
条件による。但
し市財政の都
合により据置期
間を短縮し、も
しくは繰上償還
又は、低利に
借換えすること
ができる。

計 29,200 25,400

起 債 の 目 的

補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後

第 3 表　　　地　　　方　　　債　　　補　　　正

- 5 - 公共下水道事業特別会計



１．総括

(歳　入)

款

 1 分担金及び負担金 5,920

 2 使用料及び手数料 63,547

 3 繰入金 175,443

 6 市債 29,200

274,216

補 正 前 の 額

歳 入 合 計
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書



(単位:千円) 

4,960 10,880

△1,600 61,947

△3,170 172,273

△3,800 25,400

△3,610 270,606

補 正 額 計
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（歳　出）

款

 1 総務費 32,324 △850 31,474

 2 施設費 86,785 △2,500 84,285

 3 公債費 154,002 △260 153,742

274,216 △3,610 270,606歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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(単位：千円)

0 0 0 0 △850

0 0 0 △1,600 △900

0 0 △3,800 0 3,540

0 0 △3,800 △1,600 1,790

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債
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２．歳入
（款）  1 分担金及び負担金

款

項

目

 1 分担金及び負担金 5,920 4,960 10,880

 1 分担金 3,120 4,960 8,080

 1 分担金 3,120 4,960 8,080

（款）  2 使用料及び手数料

 2 使用料及び手数料 63,547 △ 1,600 61,947

 1 使用料 63,547 △ 1,600 61,947

 1 使用料 63,547 △ 1,600 61,947

（款）  3 繰入金

 3 繰入金 175,443 △ 3,170 172,273

 1 他会計繰入金 175,443 △ 3,170 172,273

 1 一般会計繰入金 175,443 △ 3,170 172,273

（款）  6 市債

 6 市債 29,200 △ 3,800 25,400

 1 市債 29,200 △ 3,800 25,400

 1 公共下水道事業債 29,200 △ 3,800 25,400

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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（単位 ： 千円）

節   

 1 加入者分担金 4,960 現年度分

 1 下水道使用料 △ 1,600 現年度分

 1 一般会計繰入金 △ 3,170 一般会計繰入金

 1 公共下水道事業債 △ 3,800 資本費平準化債

区 分 金 額
説 明
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３．歳出
（款）  1 総務費

款
項

目
 1 総務費 32,324 △850 31,474 0 0 0 △850

 1 総務管理費 32,324 △850 31,474 0 0 0 △850
 1 一般管理費 32,324 △850 31,474 0 0 0 △850

（款）  2 施設費

 2 施設費 86,785 △2,500 84,285 0 0 △1,600 △900
 1 施設管理費 83,985 △2,500 81,485 0 0 △1,600 △900

 1 施設管理費 83,985 △2,500 81,485 0 0 △1,600 △900

（款）  3 公債費

 3 公債費 154,002 △260 153,742 0 △3,800 0 3,540
 1 公債費 154,002 △260 153,742 0 △3,800 0 3,540

 1 元金 121,584 △260 121,324 0 △3,800 0 3,540

補正前の
額

補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（単位 ： 千円）

節         

27 公　課　費 △850 一般管理費 △850                
27 公　課　費 △850        

消費税 △850    

13 委　託　料 △2,500 公共下水道施設管理費 △2,500                
施設管理費 △2,500            
13 委　託　料 △2,500        

○一般業務に関する委託料 △2,500    
　浄化センター維持管理委託料 △2,500    

23 償還金利子 △260 元金 △260                
及び割引料 23 償還金利子及び割引料 △260        

市債償還元金 △260    

区 分 金 額
説 明
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期　　間 金　額 期　　間 金　額
国　県
支出金

地方債 その他

平成18年度 平成29年度

～ ～

平成28年度 完済年度

平成29年度

－ ～

平成31年度

平成30年度

－ ～

平成30年度

平成30年度

－ ～

平成30年度

平成30年度

－ ～

平成30年度

平成30年度

－ ～

平成30年度

    2,050

施設管理委託料 42,120                -    42,120 32,996      9,124

電話・窓口対応業
務委託料

2,050                  -      2,050

20,000 

安芸高田市基幹シ
ステム使用料

290                    -         290        290

下水道地方公営企
業法適用化業務

20,000                -    20,000

償還残額
の１％

水質分析委託料 1,859                  -      1,859 1,456           403

公共下水道事業
排水設備改良資金
利子補給

償還残額
の１％

償還残額
の１％

償還残額
の１％

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事　　　項 限度額

前年度末までの
支出（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源
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当該年度中
起債見込額

当該年度中
元金償還
見込額

2,011,011 1,893,195 25,400 121,324 1,797,271下　水　道　債

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　分
前々年度末
現在高

前年度末
現在高見込額

当該年度中増減見込額

当該年度末
現在高見込額
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